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○租税特別措置法施行令抜粋（令和 8年 4月 1日時点） 

 

（特定中小会社が発行した株式の取得に要した金額の控除等） 

第二十五条の十二 法第三十七条の十三第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とす

る。 

一 法第三十七条の十三第一項に規定する特定株式（以下この条、次条第十項及び第二十五条の

十二の三において「特定株式」という。）を払込み（法第三十七条の十三第一項に規定する払込み

をいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて同じ。）により取得（法第三十七

条の十三第一項に規定する取得をいう。第四項を除き、以下第二十五条の十二の三までにおいて

同じ。）をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により判定した場合

に当該特定株式を発行した特定中小会社（法第三十七条の十三第一項に規定する特定中小会社を

いう。以下この条及び第二十五条の十二の三において同じ。）が法人税法第二条第十号に規定する

同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定める

者 

二 当該特定株式を発行した特定中小会社の設立に際し、当該特定中小会社に自らが営んでいた

事業の全部を承継させた個人（以下この項において「特定事業主であつた者」という。） 

三 特定事業主であつた者の親族 

四 特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

五 特定事業主であつた者の使用人 

六 前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて

生計を維持しているもの 

七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 

八 前各号に掲げる者以外の者で、特定中小会社との間で当該特定株式に係る投資に関する条件

を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの 

２ 法第三十七条の十三第一項の規定による控除については、次に定めるところによる。 

一 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額（第四項の規定

により計算される金額をいう。第十項から第十二項までにおいて同じ。）の合計額の同条第一項の

規定による控除は、まず同項に規定する適用前の一般株式等に係る譲渡所得等の金額を限度とし

て、その取得の日の属する年分の同項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上控

除し、なお控除しきれない金額があるときは、同項に規定する適用前の上場株式等に係る譲渡所

得等の金額を限度として、その取得の日の属する年分の同項に規定する上場株式等に係る譲渡所

得等の金額の計算上控除する。 

二 所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三

第一項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。 

３ 法第三十七条の十三第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして政令

で定める特定株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより

取得をした特定株式のうちその年十二月三十一日（その者が年の中途において死亡し、又は出国

（所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をいう。以下この項及び第十二項において同

じ。）をした場合には、その死亡又は出国の時。以下この条において同じ。）における当該特定株

式に係る控除対象特定株式数（当該特定株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げ
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る数を控除した残数をいう。次項並びに第十二項第二号イ及びロにおいて同じ。）に対応する特定

株式とする。 

一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定株式

の数 

二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡（法第三十七条の十一の二第

二項に規定する譲渡をいう。）又は贈与をした同一銘柄株式（前号の特定株式及び当該特定株式と

同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。）の数 

４ 法第三十七条の十三第一項に規定する控除対象特定株式の取得に要した金額として政令で定

める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号に規定す

る払込みにより同号に規定する取得をした特定株式の銘柄ごとに、その払込みにより取得をした

特定株式の同号に規定する取得に要した金額（次の各号に掲げる新株予約権の行使により同項第

一号に規定する取得をした当該各号に定める特定株式にあつては、当該新株予約権の取得に要し

た金額を含む。）の合計額を当該取得をした特定株式の数で除して計算した金額に控除対象特定株

式数を乗じて計算した金額とする。 

一 法第三十七条の十三第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社に対する払込み

（新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。）により取得をした新株予約権 

当該特定中小会社により発行される特定株式 

二 法第三十七条の十三第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定中小会社に対する払込み

により取得をした新株予約権（同号イに規定する投資事業有限責任組合に係る同号イに規定する

投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限る。） 当該特定中小会社により発行され

る同号イに掲げる特定株式 

５ 特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間（以下

この項及び次項において「取得後期間」という。）内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき

分割又は併合があつた場合における第三項各号に掲げる数及び前項に規定する取得をした特定株

式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲

渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該分割又は併

合の比率（取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合には、当該取

得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相当する比率）を

乗じて得た数とする。 

６ 特定株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定株式に係る同一銘柄株式につき会社法第

百八十五条に規定する株式無償割当て（当該株式無償割当てにより当該特定株式と同一の種類の

株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。）があつた場合における第三項各号

に掲げる数及び第四項に規定する取得をした特定株式の数の計算については、当該株式無償割当

ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並

びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられた株式の数（取得

後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当該取得又は譲渡若

しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株式の数の合計数）

を加算した数とする。 

７ 法第三十七条の十三第三項（同条第九項第二号において準用する場合を含む。以下この条に

おいて同じ。）に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、法第三十七条の十三第三項
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の満たない部分の金額に、同条第一項に規定する控除対象特定株式取得金額（以下この項におい

て「控除対象特定株式取得金額」という。）の合計額のうちに占める同条第一項第一号又は第二号

に定める特定株式に係る控除対象特定株式取得金額の合計額の割合を乗じて計算した金額とす

る。 

８ 法第三十七条の十三第六項（同条第九項第二号において準用する場合を含む。）の規定による

還付の請求をする場合において、相続人等（同条第九項に規定する相続人等をいう。以下第十一

項までにおいて同じ。）が二人以上あるときは、当該請求に係る同条第十項の規定による還付請求

書は、各相続人等が連署による一の書面で提出しなければならない。ただし、他の相続人等の氏

名を付記して各別に提出することを妨げない。 

９ 前項ただし書の方法により同項の請求書を提出した相続人等は、遅滞なく、他の相続人等に

対し、当該請求書に記載した事項の要領を通知しなければならない。 

１０ 法第三十七条の十三第一項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が、その年中に

取得をした控除対象特定株式（同項に規定する控除対象特定株式をいい、次項に規定する特例控

除対象特定株式を除く。以下この項において同じ。）の取得に要した金額の合計額につき同条第一

項の規定の適用を受けた場合又は同条第三項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者若し

くは当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が年の中途において死亡をした場合におけ

るその相続人等が、当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者がその年中に取得をした当

該控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき同条第十一項の規定による所得税の還付

を受けた場合には、同条第一項の規定の適用を受けた年又はその還付の請求の基礎となつた同条

第三項に規定する特定株式控除未済額（以下この項及び次項において「特定株式控除未済額」と

いう。）が生じた年（以下この項において「適用年」という。）の翌年以後の各年分における所得

税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第

四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これら

の規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年

に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた控除対象特定株式又は当該適用年において生

じた当該特定株式控除未済額に係る控除対象特定株式（以下この項において「適用控除対象特定

株式」という。）に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得

価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一

株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算

入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。 

一 当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一日に

おける所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額 

二 当該適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める

金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株

式の数で除して計算した金額 

イ 当該適用年において当該適用控除対象特定株式と銘柄が異なる適用控除対象特定株式（ロに

おいて「他の適用控除対象特定株式」という。）がない場合 次に掲げる金額の合計額 

（１） 法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた金額として財務省令で定める金額（ロ

（１）において「適用額」という。） 
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（２） 法第三十七条の十三第十一項の規定による所得税の還付の請求の基礎となつた特定株式

控除未済額として財務省令で定める金額（ロ（２）において「適用特定株式控除未済額」とい

う。） 

ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定株式がある場合 次に掲げる金額の合計額 

（１） 適用額に、当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他の適用控除対象特定

株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金

額の割合を乗じて計算した金額 

（２） 適用特定株式控除未済額に、当該適用控除対象特定株式（法第三十七条の十三第一項第

一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。）の取得に要した金額と当該他の適用控除対

象特定株式（同項第一号又は第二号に定める特定株式に係るものに限る。）の取得に要した金額と

の合計額のうちに占める当該適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した

金額 

１１ 法第三十七条の十三第一項の居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が、その年中に

取得をした同項に規定する控除対象特定株式（同項第一号又は第二号に掲げる株式会社でその設

立の日以後の期間が五年未満の株式会社であることその他の財務省令で定める要件を満たすもの

の特定株式に係るものに限る。以下この項において「特例控除対象特定株式」という。）の取得に

要した金額の合計額につき同条第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第三項の居住者若しく

は恒久的施設を有する非居住者若しくは当該居住者若しくは恒久的施設を有する非居住者が年の

中途において死亡をした場合におけるその相続人等が、当該居住者若しくは恒久的施設を有する

非居住者がその年中に取得をした当該特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき

同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合において、当該適用を受けた金額として財

務省令で定める金額（以下この項において「適用額」という。）及び当該還付の請求の基礎となつ

た特定株式控除未済額として財務省令で定める金額（以下この項において「適用特定株式控除未

済額」という。）の合計額が二十億円を超えたときは、同条第一項の規定の適用を受けた年又は当

該適用特定株式控除未済額が生じた年（以下この項及び次項において「適用年」という。）の翌年

以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第三

款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規定

の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の計

算の基礎となる当該適用年に法第三十七条の十三第一項の規定の適用を受けた特例控除対象特定

株式又は当該適用年において生じた適用特定株式控除未済額に係る特例控除対象特定株式（以下

この条において「特例適用控除対象特定株式」という。）に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第

百五条第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を

控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した

必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。 

一 当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一

日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額 

二 当該特例適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定

める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該特例適用控除対象特定株式に係る同

一銘柄株式の数で除して計算した金額 
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イ 当該適用年において当該特例適用控除対象特定株式と銘柄が異なる特例適用控除対象特定株

式（ロにおいて「他の特例適用控除対象特定株式」という。）がない場合 適用額及び適用特定株

式控除未済額の合計額から二十億円を控除した残額 

ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 適用額及び適用特定株式控

除未済額の合計額から二十億円を控除した残額に、当該特例適用控除対象特定株式の取得に要し

た金額と当該他の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該

特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額 

１２ 法第三十七条の十三第一項又は第三項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その

年中に取得をした前項に規定する特例控除対象特定株式の取得に要した金額の合計額につき、同

条第一項の規定の適用を受けた場合又は同条第十一項の規定による所得税の還付を受けた場合に

おいて、適用年の翌年一月一日（その者が当該適用年の中途において出国をした場合には、その

出国の時）から当該適用年の翌年十二月三十一日までの間に、当該適用年において取得をした特

例適用控除対象特定株式の法第三十七条の十一の二第二項に規定する譲渡（当該特例適用控除対

象特定株式に係る法第三十七条の十三の三第一項に規定する上場等の日以後に行う当該特例適用

控除対象特定株式の譲渡その他の財務省令で定めるものを除く。）をしたときは、当該適用年の翌

年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法施行令第二編第一章第四節第

三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二十五条の十二の四第四項の規

定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又は取得費に算入すべき金額の

計算の基礎となる当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条

第一項の規定により算出した取得価額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除し

た金額とし、当該同一銘柄株式一株当たりの同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経

費に算入する金額及び取得費に算入する金額は、当該控除に準じて計算した金額とする。 

一 当該特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一

日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額（前項の規定の適用が

ある場合には、同項に規定する控除した金額） 

二 当該特例適用控除対象特定株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定

める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該特例適用控除対象特定株式に係る同

一銘柄株式の数で除して計算した金額 

イ 当該適用年において当該特例適用控除対象特定株式と銘柄が異なる特例適用控除対象特定株

式（ロにおいて「他の特例適用控除対象特定株式」という。）がない場合 前項に規定する適用額

及び適用特定株式控除未済額の合計額（当該合計額が二十億円を超える場合には、二十億円。ロ

において同じ。）を当該適用年の十二月三十一日における当該特例適用控除対象特定株式に係る控

除対象特定株式数で除して計算した金額に当該譲渡をした当該特例適用控除対象特定株式の数を

乗じて計算した金額の合計額 

ロ 当該適用年において他の特例適用控除対象特定株式がある場合 前項に規定する適用額及び

適用特定株式控除未済額の合計額に当該特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額と当該他

の特例適用控除対象特定株式の取得に要した金額との合計額のうちに占める当該特例適用控除対

象特定株式の取得に要した金額の割合を乗じて計算した金額を、当該適用年の十二月三十一日に

おける当該特例適用控除対象特定株式に係る控除対象特定株式数で除して計算した金額に、当該

譲渡をした当該特例適用控除対象特定株式の数を乗じて計算した金額の合計額 
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１３ 前項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が特例適用控除対象特定株式の同項に規定

する譲渡をする場合において、同一銘柄の特例適用控除対象特定株式のうちに二以上の年にわた

つて取得をしたものがあるときは、当該特例適用控除対象特定株式については、先に取得をした

ものから順次譲渡をしたものとして同項の規定を適用し、当該居住者又は恒久的施設を有する非

居住者が当該譲渡の直前において特例適用控除対象特定株式に係る同一銘柄株式で払込みにより

取得をした特定株式（特例適用控除対象特定株式を除く。）を有するときは、まず当該特例適用控

除対象特定株式の譲渡をし、次に当該払込みにより取得をした特定株式の譲渡をしたものとして

同項の規定を適用する。 

１４ 第五項及び第六項の規定は、第十二項の規定の適用がある場合について準用する。この場

合において、第五項中「特定株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一

日まで」とあるのは「第十二項に規定する適用年の翌年一月一日から同項の特例適用控除対象特

定株式の同項に規定する譲渡をした日まで」と、「取得後期間」とあるのは「譲渡前期間」と、

「当該特定株式」とあるのは「当該特例適用控除対象特定株式」と、「第三項各号に掲げる数及び

前項に規定する取得をした特定株式の数」とあるのは「第十二項第二号イ及びロに定める金額」

と、「当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式

の数」とあるのは「同号イ及びロに規定する控除対象特定株式数」と、「当該取得並びに譲渡及び

贈与がされた株式の数」とあるのは「当該控除対象特定株式数」と、「当該取得又は譲渡若しくは

贈与がされた後の」とあるのは「当該譲渡前期間内における」と、第六項中「特定株式の払込み

による取得後期間内に、当該特定株式」とあるのは「譲渡前期間内に、第十二項の特例適用控除

対象特定株式」と、「当該特定株式と」とあるのは「当該特例適用控除対象特定株式と」と、「第

三項各号に掲げる数及び第四項に規定する取得をした特定株式の数」とあるのは「第十二項第二

号イ及びロに定める金額」と、「当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並

びに譲渡及び贈与に係る株式の数」とあるのは「同号イ及びロに規定する控除対象特定株式数」

と、「当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数」とあるのは「当該控除対象特定株式数」

と、「（取得後期間」とあるのは「（譲渡前期間」と、「当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後

の」とあるのは「当該譲渡前期間内における」と読み替えるものとする。 

１５ 法第三十七条の十三第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込み

により取得をした特定中小会社の特定株式（次の各号に掲げる特定株式の区分に応じ当該各号に

定めるものに限る。）に係る同一銘柄株式をその払込みによる取得があつた日の属する年の翌年以

後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当該特定中小会社（当該特定中小会社であ

つた株式会社を含む。）が第一項第八号に規定する財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は

恒久的施設を有する非居住者からの申出その他の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知

つたときは、当該特定中小会社は、その知つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知

つた旨その他の財務省令で定める事項をその所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 

一 法第三十七条の十三第一項第一号に定める特定株式 平成十五年四月一日以後に払込みによ

り取得をしたもの 

二 法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定株式 平成十六年四月一日以後に払込みに

より取得をしたもの 

三 法第三十七条の十三第一項第二号ロに掲げる特定株式 令和二年四月一日以後に払込みによ

り取得をしたもの 
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四 法第三十七条の十三第一項第三号に定める特定株式 平成二十六年四月一日以後に払込みに

より取得をしたもの 

１６ 法第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十及び第三十

七条の十一の規定の適用については、法第三十七条の十第一項及び第三十七条の十一第一項中

「計算した金額（」とあるのは、「計算した金額（第三十七条の十三第一項の規定の適用がある場

合には、その適用後の金額。」とする 

 

（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等） 

第二十五条の十二の三 法第三十七条の十三の三第一項に規定する政令で定める日は、次の各号

に掲げる株式の区分に応じ当該各号に定める日とする。 

一 金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所（以下この号において「金融商品

取引所」という。）に上場されている株式 当該株式が同法第百二十一条の規定により内閣総理大

臣への届出がなされて最初にいずれかの金融商品取引所に上場された日（当該株式が同日の前日

において店頭売買登録銘柄（株式で、同法第二条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会

が、その定める規則に従い、その店頭売買につき、その売買価格を発表し、かつ、当該株式の発

行法人に関する資料を公開するものとして登録したものをいう。次号において同じ。）として登録

されていた株式である場合には、同号に定める日） 

二 店頭売買登録銘柄として登録されている株式 当該株式が最初に金融商品取引法第二条第十

三項に規定する認可金融商品取引業協会の定める規則に従い店頭売買登録銘柄として登録された

日 

２ 法第三十七条の十三の三第一項に規定する損失の金額として政令で定める金額は、次の各号

に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額とする。 

一 払込みにより取得をした法第三十七条の十三の三第一項各号に掲げる事実（以下この項にお

いて「事実」という。）の発生に係る特定株式（以下この項において「価値喪失株式」という。）

が事業所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した日を所得税法施行令第百五条第一

項に規定するその年十二月三十一日とみなして同項第一号に掲げる方法によつて当該価値喪失株

式に係る一株当たりの取得価額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事実の発

生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額 

二 価値喪失株式が譲渡所得又は雑所得の基因となる株式である場合 当該事実が発生した時を

所得税法施行令第百十八条第一項に規定する譲渡の時とみなして同項に定める方法によつて当該

価値喪失株式に係る一株当たりの金額に相当する金額を算出した場合における当該金額に当該事

実の発生の直前において有する当該価値喪失株式の数を乗じて計算した金額 

３ 法第三十七条の十三の三第一項第二号に規定する政令で定める事実は、払込みにより取得を

した特定株式を発行した株式会社が破産法の規定による破産手続開始の決定を受けたこととす

る。 

４ 法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする者は、同条第二項の確定申告

書（同条第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百

二十三条第一項（同法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書を含

む。）に、法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする旨の記載をし、かつ、同

条第二項に規定する財務省令で定める書類を添付しなければならない。 
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５ 前項に規定する者が、法第三十七条の十三の三第一項の規定の適用を受けようとする年の翌

年以後において同条第七項の規定の適用を受けるために、その年分の所得税につき同条第九項に

おいて準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額の計算

に関する明細書その他の財務省令で定める書類の添付がある確定申告書を提出する場合における

前項の規定の適用については、同項中「同条第二項に規定する財務省令で定める書類」とあるの

は、「同条第九項において準用する法第三十七条の十二の二第七項に規定する特定株式に係る譲渡

損失の金額の計算に関する明細書及び財務省令で定める書類」とする。 

６ 法第三十七条の十三の三第四項の規定の適用を受けようとする場合に提出する同項に規定す

る確定申告書には、所得税法第百二十条第一項各号若しくは第百二十二条第一項各号又は第百二

十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。 

一 その年において生じた法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の

金額 

二 前号に掲げる金額を控除しないで計算した場合のその年分の法第三十七条の十一第一項に規

定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額（法第三十七条の十三第一項又は第三十七条の十三の

二第一項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額） 

三 前二号に掲げる金額の計算の基礎その他参考となるべき事項 

７ 法第三十七条の十三の三第七項の規定による特定株式に係る譲渡損失の金額（同条第八項に

規定する特定株式に係る譲渡損失の金額をいう。以下この条において同じ。）の控除については、

次に定めるところによる。 

一 控除する特定株式に係る譲渡損失の金額が前年以前三年内の二以上の年に生じたものである

場合には、これらの年のうち最も古い年に生じた特定株式に係る譲渡損失の金額から順次控除す

る。 

二 前年以前三年内の一の年において生じた特定株式に係る譲渡損失の金額の控除をする場合に

おいて、その年分の法第三十七条の十三の三第七項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金

額（以下この号において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）及び同項に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額（以下この号において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」

という。）があるときは、当該特定株式に係る譲渡損失の金額は、まず当該一般株式等に係る譲渡

所得等の金額から控除し、なお控除しきれない損失の金額があるときは、当該上場株式等に係る

譲渡所得等の金額から控除する。 

三 所得税法第七十一条第一項の規定による控除が行われる場合には、まず法第三十七条の十三

の三第七項の規定による控除を行つた後、所得税法第七十一条第一項の規定による控除を行う。 

８ 法第三十七条の十三の三第八項に規定する政令で定める譲渡は、次に掲げる譲渡とする。 

一 次に掲げる者に対する譲渡 

イ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の親族 

ロ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者 

ハ 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の使用人 

ニ イからハまでに掲げる者以外の者で、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者から受け

る金銭その他の資産によつて生計を維持しているもの 

ホ ロからニまでに掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 
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二 特定株式の譲渡をすることにより当該譲渡をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者の

所得に係る所得税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合における当該譲渡 

９ 法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式の譲渡をしたことにより生じた損失の金

額として政令で定めるところにより計算した金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各

号に定める金額とする。 

一 当該損失の金額が、法第三十七条の十三の三第八項に規定する適用期間（次号において「適

用期間」という。）内に、払込みにより取得をした特定株式で事業所得又は雑所得の基因となるも

のの譲渡（同項に規定する譲渡をいう。以下この号及び次号において同じ。）をしたことにより生

じたものである場合（第三号に掲げる場合を除く。） 当該特定株式の譲渡による事業所得の金額

又は雑所得の金額の計算上生じた損失の金額として財務省令で定めるところにより計算した金額 

二 当該損失の金額が、適用期間内に、払込みにより取得をした特定株式で譲渡所得の基因とな

るものの譲渡をしたことにより生じたものである場合（次号に掲げる場合を除く。） 当該特定株

式の譲渡による譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額 

三 当該損失の金額が法第三十七条の十三の三第一項の規定により同項の特定株式の譲渡をした

ことにより生じたものとみなされたものである場合 第二項各号に掲げる場合の区分に応じ当該

各号に定めるところにより計算した金額 

１０ 法第三十七条の十三の三第八項に規定する控除しきれない部分の金額として政令で定める

ところにより計算した金額は、特定株式の同項に規定する譲渡をした日の属する年分の同項に規

定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額の計算上生じた損失の金額のうち、特定譲渡損失の金

額の合計額に達するまでの金額とする。 

１１ 前項に規定する特定譲渡損失の金額とは、その年中の法第三十七条の十第一項に規定する

一般株式等の譲渡に係る事業所得の金額の計算上生じた損失の金額、同項に規定する一般株式等

の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額又は同項に規定する一般株式等の譲渡に

係る雑所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、それぞれその所得の基因となる特定株式の

譲渡に係る第九項各号に掲げる金額の合計額に達するまでの金額をいう。 

１２ 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、当該払込

みにより取得をした特定株式、払込み以外の方法により取得をした当該特定株式又は当該特定株

式と同一銘柄の株式で特定株式に該当しないものの譲渡（法第三十七条の十一の二第二項に規定

する譲渡をいう。以下この項及び第十五項において同じ。）をした場合（当該譲渡の時の直前にお

いて当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者に当該払込みにより取得をした特定株式に係る

特定残株数がある場合に限る。）には、これらの株式（以下第十四項までにおいて「同一銘柄株

式」という。）の譲渡については、当該譲渡をした当該同一銘柄株式のうち当該譲渡の時の直前に

おける当該払込みにより取得をした当該特定株式に係る特定残株数に達するまでの部分に相当す

る数の株式が当該払込みにより取得をした当該特定株式に該当するものとみなして、この条及び

法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適

用する。 

１３ 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有す

る当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十条第一項に規定する分割又は併

合後の所有株式（以下この項において「特定分割等株式」という。）を有することとなつた場合

（当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的施設を有す
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る非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。）には、当該特定分割等株式

のうち当該特定分割等株式の数に第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗

じて得た数（一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に相当する株式を有することとな

つたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当する特定株式を払

込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並びに法第三十七条

の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 

一 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の数 

二 当該特定分割等株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残株数 

１４ 特定株式を払込みにより取得をした居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その有す

る当該特定株式に係る同一銘柄株式につき所得税法施行令第百十一条第二項に規定する株式無償

割当て後の所有株式（以下この項において「特定無償割当て株式」という。）を有することとなつ

た場合（当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において当該居住者又は恒久的

施設を有する非居住者に当該同一銘柄株式に係る特定残株数がある場合に限る。）には、当該特定

無償割当て株式のうち当該特定無償割当て株式の数に第一号に掲げる数のうち第二号に掲げる数

の占める割合を乗じて得た数（一未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）に相当する株式

を有することとなつたことはその有することとなつた時において当該割合を乗じて得た数に相当

する特定株式を払込みにより取得をしたこととみなして、この条及び法第三十七条の十三の三並

びに法第三十七条の十の規定その他の所得税に関する法令の規定を適用する。 

一 当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前において有する当該同一銘柄株式の

数 

二 当該特定無償割当て株式を有することとなつた時の直前における当該特定株式に係る特定残

株数 

１５ 前三項に規定する特定残株数は、同一銘柄の株式に係る第一号に掲げる数から当該同一銘

柄の株式に係る第二号に掲げる数を控除した数をいうものとし、第十三項に規定する特定分割等

株式を有することとなつたことがある場合又は前項に規定する特定無償割当て株式を有すること

となつたことがある場合においてこれらの号に掲げる数の算出をするときは、当該特定分割等株

式及び特定無償割当て株式を有することとなつた時（当該特定分割等株式及び特定無償割当て株

式を有することとなつた時が二以上ある場合には、最後の当該特定分割等株式及び特定無償割当

て株式を有することとなつた時）以後にされた特定株式の払込みによる取得又は株式の譲渡若し

くは贈与を基礎として計算するものとする。 

一 払込みにより取得をした特定株式の数（払込みによる取得が二以上ある場合には、当該二以

上の払込みによる取得をした特定株式の数の合計数） 

二 特定株式の払込みによる取得の時（払込みによる取得が二以上ある場合には、最初の払込み

による取得の時）以後に譲渡又は贈与をした株式の数 

１６ 第二十五条の十一の二第十一項の規定は、その年の翌年以後又はその年において法第三十

七条の十三の三第七項の規定の適用を受けようとする者について準用する。この場合において、

第二十五条の十一の二第十一項第一号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場

株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡

損失の金額（以下この項において「特定株式に係る譲渡損失の金額」という。）」と、同項第二号

中「（法第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「又は特定株式に係る譲渡損失の金額（法第三
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十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、同項第三号中「上場株式等に係

る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失

の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の

金額又は法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額（以下この項に

おいて「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）」と、「第三十七条の十二の二第一項」と

あるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の三第四項」と、「上場株式等に係

る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る譲

渡所得等の金額」と、同項第四号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式

等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは

「これらの損失の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係

る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十

二の二第五項」とあるのは「第三十七条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」

と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一

般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株

式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。 

１７ 第二十五条の十一の二第十二項の規定は、法第三十七条の十三の三第十項において準用す

る法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項に規定する政令

で定める事項について準用する。この場合において、第二十五条の十一の二第十二項第一号中

「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は法第三

十七条の十三の三第八項に規定する特定株式に係る譲渡損失の金額（以下この項において「特定

株式に係る譲渡損失の金額」という。）」と、同項第二号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」

とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額（法第三十七

条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項の規定により前年以前において控除された

ものを除く。）」と、同項第三号中「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等

に係る譲渡損失の金額又は特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「第三十七条の十二の二第一項」

とあるのは「第三十七条の十二の二第一項又は第三十七条の十三の三第四項」と、「上場株式等に

係る配当所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る配当所得等の金額又は上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲

渡所得等の金額若しくは法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額

（以下この項において「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）」と、同項第四号中「上

場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定株式に

係る譲渡損失の金額」と、「当該損失の金額」とあるのは「これらの損失の金額」と、「上場株式

等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、同項第五号中「第三十七条の十二の二第五項」とあるのは「第三十七

条の十二の二第五項又は第三十七条の十三の三第七項」と、「上場株式等に係る譲渡所得等の金

額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」

と、「上場株式等に係る譲渡損失の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡損失の金額又は特定

株式に係る譲渡損失の金額」と読み替えるものとする。 

１８ 第二十五条の十一の二第十三項の規定は、法第二十八条の四第一項、第三十一条第一項、

第三十二条第一項（同条第二項において準用する場合を含む。）又は第四十一条の十四第一項の規
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定の適用がある場合における前項の規定により読み替えられた第二十五条の十一の二第十二項の

規定の適用について準用する。この場合において、同条第十三項中「、第三十七条の十第一項又

は」とあるのは「又は」と、「前項」とあるのは「第二十五条の十二の三第十七項において準用す

る前項」と、「、法第三十七条の十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額及び」と

あるのは「及び」と読み替えるものとする。 

１９ 所得税法第百二十条第三項から第七項までの規定は、法第三十七条の十三の三第十項にお

いて準用する法第三十七条の十二の二第九項において準用する所得税法第百二十三条第一項（同

法第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書の提出について準用する。こ

の場合において、同法第百二十条第五項中「確定申告期限」とあるのは「確定申告期限（当該申

告書が国税通則法第六十一条第一項第二号（延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例）に規定

する還付請求申告書である場合には、当該申告書の提出があつた日）」と、「国税通則法」とある

のは「同法」と読み替えるものとする。 

２０ 法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用がある場合における法第三十七条の十第六項

の規定により読み替えられた所得税法の規定の適用については、同項第五号中「これらの規定」

とあるのは「同法第七十一条第一項中「総所得金額」とあるのは「総所得金額、一般株式等に係

る譲渡所得等の金額」と、同法第七十二条第一項各号列記以外の部分中「総所得金額」とあるの

は「総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額（租税特別措置法第三十七条の十三の三第

七項（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等）の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額。以下同じ。）」と、同項第一号中「総所得金額」とあるのは「総所得金

額、一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、同法第七十三条から第八十七条までの規定」と、

「あるのは、」とあるのは「あるのは」とする。 

２１ 前項の規定は、法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合におけ

る法第三十七条の十一第六項において準用する法第三十七条の十第六項の規定により読み替えら

れた所得税法の規定の適用について準用する。この場合において、前項中「一般株式等に係る譲

渡所得等の金額」とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第三十七条の十三の三

第七項（」とあるのは「第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項（」と読み替えるものとす

る。 

２２ 法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の

八第十五項（第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適

用される所得税法第百二十条第一項第一号、第百二十三条第一項並びに第二項第三号から第五号

まで及び第七号、第百二十七条第一項及び第二項、第百五十一条の二第一項、第百五十一条の三

第一項、第百五十三条の二第一項、第百五十三条の三第一項、第百五十五条、第百五十九条第三

項第二号並びに第百六十条第三項第一号ロに規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額又は上

場株式等に係る譲渡所得等の金額は、これらの規定にかかわらず、法第三十七条の十三の三第四

項又は第七項の規定の適用後の金額とする。 

２３ 前三項に定めるもののほか、法第三十七条の十三の三第四項若しくは第七項又は同条第十

項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法の

規定の適用については、次に定めるところによる。 

一 所得税法第二条第一項第四十号の規定の適用については、同号中「確定申告書及び」とある

のは、「確定申告書（租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項（特定中小会社が発行した株式
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に係る譲渡損失の繰越控除等）において準用する同法第三十七条の十二の二第九項（上場株式等

に係る譲渡損失の繰越控除）において準用する第百二十三条第一項（特定株式の譲渡損失に係る

確定損失申告書）（第百六十六条において準用する場合を含む。）の規定による申告書を含む。以

下この号において同じ。）及び」とする。 

二 所得税法第四十二条第三項の規定の適用については、同項中「確定申告書」とあるのは、「確

定申告書（租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項（特定中小会社が発行した株式に係る譲

渡損失の繰越控除等）において準用する同法第三十七条の十二の二第九項（上場株式等に係る譲

渡損失の繰越控除）において準用する第百二十三条第一項（特定株式の譲渡損失に係る確定損失

申告書）（第百六十六条（非居住者に対する準用）において準用する場合を含む。）の規定による

申告書を含む。以下第二百三十三条までにおいて同じ。）」とする。 

三 所得税法第百二十二条第二項の規定の適用については、同項中「次条第一項」とあるのは、

「次条第一項（租税特別措置法第三十七条の十三の三第十項（特定中小会社が発行した株式に係

る譲渡損失の繰越控除等）において準用する同法第三十七条の十二の二第九項（上場株式等に係

る譲渡損失の繰越控除）において準用する場合を含む。）」とする。 

四 所得税法第百二十五条の規定の適用については、同条第一項から第三項までの規定中「を記

載した」とあるのは、「の記載（財務省令で定める記載を含む。）をした」とする。 

五 所得税法第百二十七条第一項及び第二項の規定の適用については、同条第一項及び第二項中

「事項」とあるのは、「事項その他財務省令で定める事項」とする。 

六 所得税法第百二十七条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「純損失の

金額若しくは雑損失の金額」とあるのは「純損失の金額、雑損失の金額若しくは租税特別措置法

第三十七条の十三の三第八項（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等）に規

定する特定株式に係る譲渡損失の金額（第百五十五条において「特定株式に係る譲渡損失の金

額」という。）」と、「の規定による申告書」とあるのは「の規定による申告書又は同法第三十七条

の十三の三第十項において準用する同法第三十七条の十二の二第九項（上場株式等に係る譲渡損

失の繰越控除）において準用する第百二十三条第一項（特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告

書）の規定による申告書」と、「同条第二項各号に掲げる事項」とあるのは「それぞれ第百二十三

条第二項各号に掲げる事項その他財務省令で定める事項又は同法第三十七条の十三の三第十項に

おいて準用する同法第三十七条の十二の二第九項において準用する第百二十三条第一項に規定す

る政令で定める事項」とする。 

七 所得税法第百五十二条の規定の適用については、同条中「若しくは第三号」とあるのは「又

は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」

と、「若しくは第八号」とあるのは「又は第八号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務

省令で定める規定に掲げる金額」とする。 

八 所得税法第百五十三条の規定の適用については、同条各号列記以外の部分中「若しくは第三

号」とあるのは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第

百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」とあるのは「その他財務省令で定める規定に

掲げる金額」とする。 

九 所得税法第百五十三条の二の規定の適用については、同条第一項第二号中「又は第百二十三

条第二項第一号若しくは」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号又は」と、「に掲げる金額」

とあるのは「その他財務省令で定める規定に掲げる金額」とする。 
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十 所得税法第百五十五条の規定の適用については、同条中「純損失の金額」とあるのは「純損

失の金額若しくは特定株式に係る譲渡損失の金額」と、「の規定の適用」とあるのは「若しくは租

税特別措置法第三十七条の十三の三第七項（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越

控除等）の規定の適用」とする。 

十一 所得税法第百五十七条の規定の適用については、同条第一項中「若しくは第三号」とある

のは「又は第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第

一号」と、「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号」と、「に掲げる金額」とあるのは「その

他財務省令で定める規定に掲げる金額」と、同条第四項中「若しくは第三号」とあるのは「又は

第三号」と、「又は第百二十三条第二項第一号」とあるのは「、第百二十三条第二項第一号」と、

「若しくは第七号」とあるのは「又は第七号その他財務省令で定める規定」とする。 

２４ 法第三十七条の十第一項又は第三十七条の十一第一項の規定の適用があり、かつ、法第三

十七条の十三の三第四項若しくは第七項の規定の適用がある場合又は同条第十項において準用す

る法第三十七条の十二の二第九項の規定の適用がある場合における所得税法施行令の規定の適用

については、第二十五条の八第十六項（第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。）

の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下

欄に掲げる字句とする。 

 

第十一条の二第二項 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の

十第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の

課税の特例）に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三

の三第七項（特定中小会社が発行した株式

に係る譲渡損失の繰越控除等）の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額。以

下第二百十九条までにおいて「一般株式等

に係る譲渡所得等の金額」という。）、同法

第三十七条の十一第一項（上場株式等に係

る譲渡所得等の課税の特例）に規定する上

場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第

三十七条の十三の三第四項又は第七項の規

定の適用がある場合には、その適用後の金

額。以下第二百十九条までにおいて「上場

株式等に係る譲渡所得等の金額」とい

う。） 

第十七条第四項第五号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等

の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金

額 

第九十七条第二項 確定申告書 確定申告書（租税特別措置法第三十七条の

十三の三第十項（特定中小会社が発行した

株式に係る譲渡損失の繰越控除等）におい
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て準用する同法第三十七条の十二の二第九

項（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控

除）において準用する法第百二十三条第一

項（特定株式の譲渡損失に係る確定損失申

告書）（法第百六十六条（非居住者に対す

る準用）において準用する場合を含む。）

の規定による申告書を含む。以下第三百三

十条までにおいて同じ。） 

第百七十九条第一号イ及び第

二号イ、第百八十条第二項第

一号、第二百四条第一項第二

号、第二百五条並びに第二百

十九条第二項第二号 

総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等

の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金

額 

第二百二十一条の三第二項、

第二百二十一条の六第一項及

び第二百二十二条第二項 

総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の

十第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の

課税の特例）に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額、同法第三十七条の十一

第一項（上場株式等に係る譲渡所得等の課

税の特例）に規定する上場株式等に係る譲

渡所得等の金額 

第二百五十八条第一項第二号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の

十第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の

課税の特例）に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三

の三第七項（特定中小会社が発行した株式

に係る譲渡損失の繰越控除等）の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額。以

下第三項までにおいて「一般株式等に係る

譲渡所得等の金額」という。）、同法第三十

七条の十一第一項（上場株式等に係る譲渡

所得等の課税の特例）に規定する上場株式

等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七

条の十三の三第四項又は第七項の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額。以

下第三項までにおいて「上場株式等に係る

譲渡所得等の金額」という。） 

第二百五十八条第一項第三号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等

の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金

額 
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課税総所得金額 課税総所得金額、租税特別措置法第三十七

条の十第一項に規定する一般株式等に係る

課税譲渡所得等の金額（以下「一般株式等

に係る課税譲渡所得等の金額」という。）、

同法第三十七条の十一第一項に規定する上

場株式等に係る課税譲渡所得等の金額（以

下「上場株式等に係る課税譲渡所得等の金

額」という。） 

 

第二百五十八条第一項第四号 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲

渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲

渡所得等の金額 

 第三章第一節（税

率） 

第三章第一節（税率）並びに租税特別措置

法第三十七条の十第一項及び第三十七条の

十一第一項 

第二百五十八条第三項第一号

及び第二号 

総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等

の金額、上場株式等に係る譲渡所得等の金

額 

第二百五十八条第五項第一号

イ 

総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の

十第一項に規定する一般株式等に係る譲渡

所得等の金額、同法第三十七条の十一第一

項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等

の金額 

第二百六十一条第一号 総所得金額 総所得金額、租税特別措置法第三十七条の

十第一項（一般株式等に係る譲渡所得等の

課税の特例）に規定する一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三

の三第七項（特定中小会社が発行した株式

に係る譲渡損失の繰越控除等）の規定の適

用がある場合には、その適用後の金額。以

下「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」

という。）、同法第三十七条の十一第一項

（上場株式等に係る譲渡所得等の課税の特

例）に規定する上場株式等に係る譲渡所得

等の金額（同法第三十七条の十三の三第四

項又は第七項の規定の適用がある場合に

は、その適用後の金額。以下「上場株式等

に係る譲渡所得等の金額」という。） 
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課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲

渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲

渡所得等の金額 

第三章第一節（税

率） 

第三章第一節（税率）並びに租税特別措置

法第三十七条の十第一項及び第三十七条の

十一第一項 

第二百六十一条第二号 総所得金額 総所得金額、一般株式等に係る譲渡所得等

の金額及び上場株式等に係る譲渡所得等の

金額 

第二百六十二条第一項及び第

三項から第五項まで 

において準用する

場合 

並びに租税特別措置法施行令第二十五条の

十一の二第十四項（確定所得申告書の添付

書類の添付等の準用）において準用する場

合 

第二百六十六条第一項及び第

二項 

課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲

渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲

渡所得等の金額 

の規定に準じて 並びに租税特別措置法第三十七条の十第一

項（一般株式等に係る譲渡所得等の課税の

特例）及び第三十七条の十一第一項（上場

株式等に係る譲渡所得等の課税の特例）の

規定に準じて 

第二百六十六条第三項 課税総所得金額 課税総所得金額、一般株式等に係る課税譲

渡所得等の金額、上場株式等に係る課税譲

渡所得等の金額 

 

２５ 法第三十七条の十三の三第十項において準用する法第三十七条の十二の二第九項の規定の

適用がある場合における国税通則法第七十四条の二の規定の適用については、同条第一項第一号

イ中「する場合の確定申告）」とあるのは、「する場合の確定申告）若しくは租税特別措置法第三

十七条の十三の三第十項（特定中小会社が発行した株式に係る譲渡損失の繰越控除等）において

準用する同法第三十七条の十二の二第九項（上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除）において準

用する所得税法第百二十三条第一項（特定株式の譲渡損失に係る確定損失申告書）」とする。 

２６ 法第三十七条の十三の三第四項又は第七項の規定の適用がある場合における第二十五条の

八第十七項（第二十五条の九第十三項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えられ

た災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律第二条の規定の適用については、第

二十五条の八第十七項中「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは「一般株式等に係る

譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の三第七項の規定の適用がある場合には、その適用後

の金額）」と、第二十五条の九第十三項中「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と読み替える」

とあるのは「上場株式等に係る譲渡所得等の金額（同法第三十七条の十三の三第四項又は第七項

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」と読み替える」とする。 
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（特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例） 

第二十六条の二十八の三 法第四十一条の十八の四第一項に規定する政令で定める者は、次に掲

げる者とする。 

一 法第四十一条の十八の四第一項に規定する特定新規株式（以下この条において「特定新規株

式」という。）を払込み（同項に規定する払込みをいう。第三項を除き、以下この条において同

じ。）により取得（法第四十一条の十八の四第一項に規定する取得をいう。第三項を除き、以下こ

の条において同じ。）をした日として財務省令で定める日において、財務省令で定める方法により

判定した場合に当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社（法第四十一条の十八の四第一項

に規定する特定新規中小会社をいう。以下この条において同じ。）が法人税法第二条第十号に規定

する同族会社に該当することとなるときにおける当該判定の基礎となる株主として財務省令で定

める者 

二 当該特定新規株式を発行した特定新規中小会社の設立に際し、当該特定新規中小会社に自ら

が営んでいた事業の全部を承継させた個人（以下この項において「特定事業主であつた者」とい

う。） 

三 特定事業主であつた者の親族 

四 特定事業主であつた者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 

五 特定事業主であつた者の使用人 

六 前三号に掲げる者以外の者で、特定事業主であつた者から受ける金銭その他の資産によつて

生計を維持しているもの 

七 前三号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の親族 

八 前各号に掲げる者以外の者で、特定新規中小会社との間で当該特定新規株式に係る投資に関

する条件を定めた契約として財務省令で定める契約を締結していないもの 

２ 法第四十一条の十八の四第一項に規定するその年十二月三十一日において有するものとして

政令で定める特定新規株式は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込

みにより取得をした特定新規株式のうちその年十二月三十一日（その者が年の中途において死亡

し、又は所得税法第二条第一項第四十二号に規定する出国をした場合には、その死亡又は出国の

時。以下この条において同じ。）における当該特定新規株式に係る控除対象特定新規株式数（当該

特定新規株式の銘柄ごとに、第一号に掲げる数から第二号に掲げる数を控除した残数をいう。）に

対応する特定新規株式とする。 

一 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に払込みにより取得をした特定新規

株式の数 

二 当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に譲渡（法第三十七条の十一の二第

二項に規定する譲渡をいう。）又は贈与をした同一銘柄株式（前号の特定新規株式及び当該特定新

規株式と同一銘柄の他の株式をいう。以下この条において同じ。）の数 

３ 法第四十一条の十八の四第一項に規定する控除対象特定新規株式の取得に要した金額として

政令で定める金額は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者がその年中に第一項第一号

に規定する払込みにより同号に規定する取得をした特定新規株式の銘柄ごとに、その払込みによ

り取得をした特定新規株式の同号に規定する取得に要した金額（次の各号に掲げる新株予約権の

行使により同項第一号に規定する取得をした当該各号に定める特定新規株式にあつては、当該新
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株予約権の取得に要した金額を含む。）の合計額を当該取得をした特定新規株式の数で除して計算

した金額に前項に規定する控除対象特定新規株式数を乗じて計算した金額とする。 

一 法第四十一条の十八の四第一項第一号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対す

る払込み（新株予約権の発行に際してするものに限る。次号において同じ。）により取得をした新

株予約権 当該特定新規中小会社により発行される特定新規株式 

二 法第四十一条の十八の四第一項第二号に掲げる株式会社に該当する特定新規中小会社に対す

る払込みにより取得をした新株予約権（法第三十七条の十三第一項第二号イに規定する投資事業

有限責任組合に係る同号イに規定する投資事業有限責任組合契約に従つて取得をしたものに限

る。） 当該特定新規中小会社により発行される法第三十七条の十三第一項第二号イに掲げる特定

新規株式 

４ 特定新規株式の払込みによる取得の後当該取得の日の属する年十二月三十一日までの期間

（以下この項及び次項において「取得後期間」という。）内に、当該特定新規株式に係る同一銘柄

株式につき分割又は併合があつた場合における第二項各号に掲げる数及び前項に規定する取得を

した特定新規株式の数の計算については、当該分割又は併合の前にされたこれらの規定に規定す

る取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に

当該分割又は併合の比率（取得後期間内において二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場

合には、当該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の分割又は併合の比率の積に相

当する比率）を乗じて得た数とする。 

５ 特定新規株式の払込みによる取得後期間内に、当該特定新規株式に係る同一銘柄株式につき

会社法第百八十五条に規定する株式無償割当て（当該株式無償割当てにより当該特定新規株式と

同一の種類の株式が割り当てられるものに限る。以下この項において同じ。）があつた場合におけ

る第二項各号に掲げる数及び第三項に規定する取得をした特定新規株式の数の計算については、

当該株式無償割当ての前にされたこれらの規定に規定する取得並びに譲渡及び贈与に係る株式の

数は、当該取得並びに譲渡及び贈与がされた株式の数に当該株式無償割当てにより割り当てられ

た株式の数（取得後期間内において二以上の段階にわたる株式無償割当てがあつた場合には、当

該取得又は譲渡若しくは贈与がされた後の全ての段階の株式無償割当てにより割り当てられた株

式の数の合計数）を加算した数とする。 

６ 法第四十一条の十八の四第一項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、その年中に取

得をした控除対象特定新規株式（同項に規定する控除対象特定新規株式をいう。以下この項にお

いて同じ。）の取得に要した金額として第三項に規定する金額（第二号において「適用対象額」と

いう。）につき同条第一項の規定の適用を受けた場合には、その適用を受けた年（以下この項にお

いて「適用年」という。）の翌年以後の各年分における所得税法第四十八条の規定並びに所得税法

施行令第二編第一章第四節第三款及び第百六十七条の七第四項から第七項までの規定並びに第二

十五条の十二の四第四項の規定の適用については、これらの規定により当該各年分の必要経費又

は取得費に算入すべき金額の計算の基礎となる当該適用年に法第四十一条の十八の四第一項の規

定の適用を受けた控除対象特定新規株式（以下この項において「適用控除対象特定新規株式」と

いう。）に係る同一銘柄株式一株当たりの同令第百五条第一項の規定により算出した取得価額は、

第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とし、当該同一銘柄株式一株当たり

の同令第百十八条第一項の規定により算出した必要経費に算入する金額及び取得費に算入する金

額は、当該控除に準じて計算した金額とする。 
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一 当該適用控除対象特定新規株式に係る同一銘柄株式一株当たりの当該適用年の十二月三十一

日における所得税法施行令第百五条第一項の規定により算出した取得価額 

二 当該適用控除対象特定新規株式に係る適用年の次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定

める金額を当該適用年の十二月三十一日において有する当該適用控除対象特定新規株式に係る同

一銘柄株式の数で除して計算した金額 

イ 当該適用年において当該適用控除対象特定新規株式以外の適用控除対象特定新規株式（ロに

おいて「他の適用控除対象特定新規株式」という。）がない場合 当該適用控除対象特定新規株式

の適用対象額（当該適用対象額が八百万円を超える場合には八百万円とし、当該適用対象額に当

該適用年において支出した特定寄附金等の金額（所得税法第七十八条第二項に規定する特定寄附

金の額及び法第四十一条の十八第一項又は第四十一条の十八の二第一項の規定により当該特定寄

附金とみなされたものの額の合計額をいう。以下この号において同じ。）を加算した金額が、当該

居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該適用年の年分の総所得金額、退職所得金額及び山

林所得金額の合計額の百分の四十に相当する金額（以下この号において「基準額」という。）を超

える場合には、当該基準額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額とする。）から二千円を控

除した残額 

ロ 当該適用年において他の適用控除対象特定新規株式がある場合 当該適用控除対象特定新規

株式の適用対象額と当該他の適用控除対象特定新規株式の適用対象額との合計額（当該合計額が

八百万円を超える場合には八百万円とし、当該合計額に当該適用年において支出した特定寄附金

等の金額を加算した金額が、当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者の当該適用年の年分の

基準額を超える場合には当該基準額から当該特定寄附金等の金額を控除した残額とする。）に当該

適用控除対象特定新規株式の適用対象額と当該他の適用控除対象特定新規株式の適用対象額との

合計額のうちに占める当該適用控除対象特定新規株式の適用対象額の割合を乗じて計算した金額

（ロにおいて「特例対象額」という。）から二千円（当該他の適用控除対象特定新規株式に係る特

例対象額からこの号の規定により控除した金額がある場合には、二千円から当該金額を控除した

残額）を控除した残額 

７ 前項第二号イに規定する基準額は、法第八条の四第三項第三号、第二十八条の四第五項第二

号、第三十一条第三項第三号（法第三十二条第四項において準用する場合を含む。）、第三十七条

の十第六項第五号（法第三十七条の十一第六項及び第三十七条の十二第七項において準用する場

合を含む。）又は第四十一条の十四第二項第四号の規定の適用がある場合には、これらの規定によ

り読み替えられた所得税法第七十八条第一項第一号に規定する百分の四十に相当する金額とす

る。 

８ 法第四十一条の十八の四第一項に規定する居住者又は恒久的施設を有する非居住者が、払込

みにより取得をした特定新規中小会社の特定新規株式（同項第一号に定める特定新規株式にあつ

ては平成二十年四月一日（同項第二号に定める特定新規株式にあつては令和二年四月一日とし、

同項第三号に定める特定新規株式にあつては平成二十六年四月一日とし、同項第四号に定める特

定新規株式にあつては国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律（平成

二十七年法律第五十六号）附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日とし、同項第五号に定める

特定新規株式にあつては地域再生法の一部を改正する法律（平成三十年法律第三十八号）の施行

の日とする。）以後に払込みにより取得をしたものに限る。）に係る同一銘柄株式をその払込みに

よる取得があつた日の属する年の翌年以後の各年において譲渡又は贈与をした場合において、当
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該特定新規中小会社（当該特定新規中小会社であつた株式会社を含む。）が第一項第八号に規定す

る財務省令で定める契約に基づく当該居住者又は恒久的施設を有する非居住者からの申出その他

の事由により当該譲渡又は贈与があつたことを知つたときは、当該特定新規中小会社は、その知

つた日の属する年の翌年一月三十一日までに、その知つた旨その他の財務省令で定める事項をそ

の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。 

９ 法第四十一条の十八の四第一項の規定により所得税法第七十八条の規定の適用がある場合に

おける同項の規定による控除を受ける金額の計算の基礎となる金額その他の事項を証する書類に

ついての所得税法施行令第二百六十二条の規定の適用については、同条第一項中「添付し、又は

当該申告書の提出の際提示しなければ」とあるのは「添付しなければ」と、同項第六号中「法第

七十八条第二項（寄附金控除）に規定する特定寄附金の」とあるのは「租税特別措置法第四十一

条の十八の四第一項（特定新規中小会社が発行した株式を取得した場合の課税の特例）に規定す

る控除対象特定新規株式の取得に要した金額の計算に関する」と、「書類又は当該書類に記載すべ

き事項を記録した電子証明書等に係る電磁的記録印刷書面」とあるのは「書類」とする。 


